
茨城県リハビリテーション専門職派遣事業運用規程 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は，茨城県リハビリテーション専門職派遣事業実施要綱で定めるリハビリ

テーション専門職派遣の実施に関し必要な運用事項を定めるものとする。 

 

（実施主体） 

第 2 条 実施主体は，一般社団法人茨城県リハビリテーション専門職協会とする（以下「専

門職協会」とする）。ただし，事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認めら

れる実施機関に委託する。 

 

（対象） 

第 3 条  派遣先の対象は市町村および市町村社会福祉協議会，介護サービス事業所等とする

（以下「市町村等」とする）。 

 

（実施事業等） 

第 4 条 以下の内容を含む市町村等からの依頼に対し、専門職協会に属する理学療法士，作

業療法士，言語聴覚士（以下「専門職」）の派遣を行い、派遣者においては技術的な助言を

行う。 

（１）「地域ケア会議」「サービス担当者会議」…定期的に関与することにより，自立支

援のプロセスを参加者全員で共有し，個々人の介護予防ケアマネジメント力の向上

につなげる。 

（２）「住民運営の通いの場」…定期的に関与することにより，要介護状態になっても参

加し続けることのできる通いの場を身近な地域に展開する。 

（３）「訪問・通所介護」…定期的に関与することにより，介護職員等への助言を実施す

ることで自立支援に資する取組を促す。 

（４）「その他」…茨城県リハビリテーション専門職派遣事業実施要綱の実施方法等には

定められていないが，定期的に関与することにより，市町村職員等への助言を実施

することで自立支援に資する取組を促す。 

 

（市町村担当者） 

第 5 条 専門職協会は市町村等との連絡窓口として，各市町村に専門職をそれぞれ各 1名位

置づけ，連絡窓口順位を第 1位，第 2位，第 3位を定める｡但し，その任を担うことが不可

能になった場合は適宜変更することは可能である。その場合は，専門職協会に速やかに変

更申し出ることとする。 

 

（派遣者） 

第６条 市町村等に派遣する派遣者は，専門職とし，原則，専門職協会から各市町村担当と

して任命を受けた者とする。但し，任命を受けた者が派遣に応じられない場合はこの限り

ではない。 



 

（派遣コーディネーター） 

第７条 専門職協会は派遣コーディネーターとして専門職を位置づけ，市町村等からの依頼，

専門職協会から各市町村担当として任命を受けた者や派遣者との調整，派遣契約，実施報

告等の本事業に関する全般的な調整を専ら行う。なお，専ら行う者を補佐する副派遣コー

ディネーター（無報酬）を任意に位置づけることを妨げるものではない。 

 

（事業実施上の留意点） 

第８条 派遣においては，地域における介護予防の取組機能の強化を図るための技術的助言 

を実施すること。 

２ 派遣の実施にあたっては，開催日時，開催場所，参加人数等の規模等の設定について，

当該派遣者の派遣が可能となるよう市町村等と調整を図ること。 

３ 派遣等で知り得た個人の秘密の保持について、厳格に行うとともに、当該派遣関係者等

も秘密の保持について十分に留意すること。 

 

（派遣依頼） 

第９条 専門職の派遣を受けようとする市町村等は，原則として派遣を希望する 30日前まで

に依頼書（様式第１号，以下「依頼書」という。）により専門職協会に派遣依頼を行う。 

 

（派遣決定） 

第１０条 専門職協会は，前条による専門職の派遣依頼があった場合は，依頼書を審査し，

専門職の派遣決定を行う。 

２ 前項の規定による専門職の派遣決定については，市町村等と派遣日程等の調整を行った

後，派遣決定通知書（様式第２号）により行う。 

 

（派遣回数） 

第１１条 専門職を派遣する回数は特に定めないが，派遣者の派遣が可能となるよう執行す

ること。 

 

（専門職との調整） 

第１２条 第９条で派遣決定のあった専門職との市町村等からの依頼事業等に関する具体的

な調整については，派遣決定を受けた市町村等が行う。 

（派遣に係る経費） 

第１３条 リハビリテーション専門職を派遣する際に係る経費（報償費及び旅費）について

は，原則として市町村等が専門職協会に支給する。 

２ リハビリテーション専門職の報償費については，専門職協会が定めた以下の基準に準じ

た支払いとする。但し，市町村等の基準に準じる必要がある場合はこの限りではない。 

  ＊1回 2時間を基準とし，市町村等の基準に則る。 

  ＊市町村等の基準がない場合は 1回 2時間 12,800円を基準とし，市町村等との相談に応

じる。 



３ リハビリテーション専門職の旅費については，市町村等の旅費規程に準じた支払いとす

る。但し，市町村等の定める旅費規定に該当しない場合は，専門職協会の旅費規定に準じ

た支払いとする。 

４ 派遣先での専門職の活動に伴う各種保険は市町村が原則担う。 

 

（派遣に係る経費の支払い） 

第１４条 第１３条に定める経費は、第４条の実施事業等によって市町村等からの支払先は

その実施内容、回数等により異なる。 

２ 第４条（１）の実施事業ならび準じる事業への派遣においては、原則として市町村等か

ら派遣者に支払う。 

３ 第４条（２）あるいは（３）の実施事業については、原則として通年での委託契約とし

て市町村等から専門職協会に支払う。派遣者に関しては、専門職協会より事務手数料を除

く経費を原則として支払う。但し、単発等での事業の依頼・契約の場合はこの限りでない

こともある。 

４ 第４条（４）の実施事業については、第１４条前項までのいずれかに該当する方法に準

じて支払い方法を定め、専門職協会及び市町村等で協議し、合意した方法で支払う。 

 

（派遣契約） 

第１５条 第９条から前条で決定した内容において，市町村等で委託契約書（任意）を作成

し，市町村等と専門職協会ならび派遣者で契約を交わし，それぞれ１通保管・管理する。 

２ 市町村等の定める規程等により委託契約に該当しない場合は，市町村等の規定等に準じ

て派遣契約を市町村等，専門職協会，派遣者等で協議・決定し，何らかの文章で記録を残

し，それぞれ 1通保管・管理する。 

 

（事務手数料） 

第１６条 第１４条第３項で契約した委託契約に係る報償費のうち 20%を事務手数料とする。 

２ 事務手数料を除いた報償費を派遣者に支払う。 

３ 第１４条第２項にある市町村等と派遣者が直接契約を結ぶ場合においては，この限り

ではない。 

 

（経費支払） 

第１７条 事業終了後に市町村等は専門職協会あるいは派遣者個人の指定口座へ委託費等を

振り込む。振り込み時期や回数については市町村等の都合で実施する。 

２ 振込口座などの情報提供は，市町村等に所定の様式に準じて提供する。所定の様式がな

い場合は，専門職協会から銀行口座振込依頼書を市町村等に連絡する。 

 

（派遣者依頼文章の作成） 

第１８条 前条までで確定した事業において，専門職協会は派遣者ならび派遣者所属施設長

に派遣者本人用派遣依頼（様式第３号）と派遣者所属施設長用派遣依頼（様式第４号）を

派遣者と協議のもと作成する。 



２ 作成した文章は派遣者と協議のもと，派遣者ならび派遣者所属施設の規程等に準じて，

派遣者および派遣者所属施設長に案内する。 

 

（市町村担当者報告書の作成） 

第１９条 市町村担当者は，市町村等との相談・依頼等について，相談記録簿（様式第５号）

を作成し，すみやかに派遣コーディネーターに提出するものとする。 

２ 派遣コーディネーターは，提出された相談記録簿を集計して，月報（様式第６号）を作 

成の上，相談記録簿とともに保管・管理する。 

 

（派遣報告書の作成） 

第２０条 派遣者は，市町村等からの依頼を受けた派遣について，専門職派遣報告書（日報）

（様式第７号）を作成し，当該月末までにすみやかに派遣コーディネーターに提出するも

のとする。 

２ 派遣コーディネーターは，提出された専門職派遣報告書（日報）（様式第７号）を集計し

て，専門職派遣報告書（月報）（様式第８号）を翌月 10 日までに作成の上，専門職派遣

報告書（日報）とともに保管・管理する。 

 

（その他） 

第２１条 この規程に定めのない事項については，県，専門職協会及び市町村等が協議のう

え定めるものとする。 

 

付則  

 １ この要綱は，平成２７年１０月１日から施行する 

２ この要綱は，令和２年４月１日から施行する 


